
堺市、ｎｅＷｍｏ 株式会社、堺相互タク シー株式会社及び株式会社末東都との

自動運転タク シーサー ビスの実現に向けた連携協定書

（目 的）

第１ 条　本協定は、令和７ 年８ 月１２日 に要望を受けた「自動運転タク シーサービスの実

現に向けた要望」 を受 け、 堺市 （以下「 甲」 とい う。 ）と ｎｅＷｍｏ株式会社（以下 「乙」

とい う。 ）、 堺相互タ クシー株式会社（以下 「丙」と いう 。） 、株式会社未来都 （以下

「丁」と いう 。） が相互に連携 ・協力し、タ クシーの運転上等の担い手不足への対応に

取り 組み、市民・ 地域の社会生活や経済活動に重要な地域公共交通の維持・ 確保を図る

こと を目的とする。

（連携・ 協力事項）

第２ 条　甲、 乙、 丙及び丁は、

運転タク シーの導入に向け、

互に連携 ・協力す る。

前条に規定する目的を達成するために、 堺市における 自動

次に掲げる事項（以下 「連携事項」 とい う。 ）について相

（１）自動運転タ クシーの実証実験に関する こと

（２）関係機関との体制構築に関すること

（３）実証走行エ リア等の調整 ・確保に関すること

（４）前各号に掲げる もののほか、 前条の目 的を達成するために必要な事項に関する こと

（費用負担）

第３ 条　連携事項の実施について、 原則、乙、丙及び丁が負担し、 甲の費用負担はないも

のとする。

（有効期間）

第４ 条　本協定の有効期間は、 本協定締結の 日から令和９ 年３ 羽３１日 までとする。 ただ

し、 期間満丁の日 の３ ヵ羽 前までに、甲、乙、丙又は丁のいずれからも書面による申し

出がない場合は、 更に有効期間を１ 年間更新するものとし、その後も同様に更新するも

のとする。

（守秘義務）

第５ 条甲、乙、丙及び丁は、第 ２条に定める連携事項等の検討及び実施によ り知 り得た

相手方の秘密情報を、 相手方の事前の書面に よる承認を得ずに第三者に開示 ・漏洩して

はならない。

２　 甲、 乙、 丙及び丁は、 本協定が理由の如何を問わず終了した後 も、 前項に定める秘密

保持の責務を負う もの とする。

（その他）

第６ 条　本協定に定める事項に関する細 目については、甲、乙、丙及び丁が別途協議して

定めるこ とと する。

２　 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた とき は、 甲、

乙、 丙及び丁は誠意をもって協議し、これを取り 決めるものと する。

本協定の締結を証するため、本協定書４ 通を作成 し、 甲乙丙丁署名の上告１ 通を保有す

るも のと する。
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